
はじめに

わが国の自然災害においては, 災害弱者の中でも, 高齢者の死亡率が非常に高い. それは, 安

全な場所に住んでいない場合に, 災害発生時に安全な場所に避難することができないからである.

超高齢化がますます進み, それも後期高齢者の割合が増加しつつある中では, 避難行動要支援者

(＝自力での避難が困難な災害弱者)4 の被害が今後より深刻化する可能性が高い. 裏を返せば,
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＊ 日本福祉大学経済学部
1 ｢日本福祉大学防災研究会｣ 2011 年秋に学内有志によって立ち上げられた研究会. 詳しくは ｢地域の

子どもたちと大人たちが作る地域の防災・避難訓練の案つくり―美浜町布土学区防災への取り組み―｣
『現代と文化』 131 号 2015 年 3 月

2 ｢認知症対応型共同生活介護｣ とは, 要介護者であって, 脳血管疾患, アルツハイマー病その他の要
因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機
能が低下した状態 (以下 ｢認知症｣ という.) であるもの (その者の認知症の原因となる疾患が急性
の状態にある者を除く.) について, その共同生活を営むべき住居において, 入浴, 排せつ, 食事等
の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう. 全国に 12,597 件 (H26.10) の施
設, 利用者は 184,500 人 (H26.10) 人である.

3 ｢濁流と流木, 一気に地響き ｢もうダメだ｣ 岩手の高齢者施設 台風 10 号｣ 毎日新聞 2016 年 9 月 1
日朝刊

4 2013 年に改正された災害対策基本法から使用された用語で, 災害時に自力での避難が難しく, 第三者
の手助けが必要な高齢者, 障害者, 難病患者などの災害弱者を指す.

2016 年 8 月 30 日の午後 6 時, 台風 10 号による豪雨の影響で小本川が氾濫し, 岩手県岩泉町に

ある認知症対応型共同生活介護 (以下, グループホームとする)2 ｢楽ん楽ん｣ の入居者 9 者人全員

が亡くなった. たった一人生き残ったのは, 入居者の命を守ろうと, 2Ｍの水位が上がった中で,

衰弱していく入所者の一人を最後まで抱きかかえ, 助けを待っていた女性所長一人であった3.

毎日新聞 2016 年 9 月 1 日朝刊
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適切なタイミングで安全な場所に避難できるように支援することができれば, 命がまずは助かる

のである. もちろん, その場で助かったからといって, 避難先の環境や支援体制の状況によって

は, 災害弱者は心身の状況が悪化したり, 最悪災害関連死という新たに深刻な問題も発生しうる.

しかし, 災害時においては, まず避難できなければ, その時点で命を落としかねない, というこ

とを心に刻んでおかなくてはならない. そして, 社会福祉施設の利用者の多くは, 避難行動要支

援者であり, 災害時に命が助かるためには, 適切な支援を必要とする人々である.

グループホーム ｢楽ん楽ん｣ という小規模な社会福祉施設の入所者全員が助からなかったのは,

適切なタイミングでの避難支援がなされなかったからに尽きる. 本稿では, この事例をもとに,

災害時における社会福祉施設入所者の避難支援を妨げる要因を分析し, 防災・減災対策の問題点

を社会福祉施設が置かれている現状に着目しながら, 地域において災害弱者の命を守るために公

助, 共助, 自助に求められているものについて検討する.

1. 岩手県岩泉町グループホーム ｢楽ん楽ん｣ の災害事例

1－1. 防災先進地域であった岩泉町

2016 年 8 月 30 日, 台風 10 号による災害事故が発生した岩泉町は, 2011 年の東日本大震災で

も被災した地域である. この時の被災の経験から, ｢職員 7 人が防災士の資格を取って防災計画

や防災ハザードマップを全面的に作り直したり, 町内をまわって防災教室を開くなど, 防災に力

を入れてきた｣ 地域だった5. 岩泉町の ｢地域防災計画｣ は,【本編】【地震津波対策編】【原子力

災害対策編】【資料編】の 4 分冊6になっており, 本編だけで 295 ページ, 4 分冊合わせると 563

ページとなる分量で, すべて町の HP に公開されている. むしろこれだけの分量となると, 住民

が気軽に手に取って読める分量でないのが気になるが, 具体的で丁寧な説明がされている. また,

毎月発行されている町の広報紙 ｢広報いわいずみ｣7 においても, 東日本大震災から 5 年半以上

経過した現在でも, 毎回, 防災関連の記事が満載であることや, 現在実施中である ｢新岩泉町ま

ちづくり総合計画後期基礎計画 (2015～2020)｣8 にも, 復興や防災の対策に関する記載が多くみ

られ, 岩泉町が日ごろから熱心に防災に取り組んできたことを窺わせる. そのような町で, なぜ

このような痛ましい事故が発生したのだろうか.
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5 ｢問われる中小河川の避難態勢｣ NHK 総合テレビ ｢時論公論｣ 2016 年 10 月 04 日 放映
6 岩泉町地域防災計画 2016 修正編

【本編】https://www.town.iwaizumi.lg.jp/docs/2016072600015/file_contents/0012016.pdf
【地震津波対策編】https://www.town.iwaizumi.lg.jp/docs/2016072600015/file_contents/0022016.pdf
【原子力災害対策編】https://www.town.iwaizumi.lg.jp/docs/2016072600015/file_contents/0032016.pdf
【資料編】https://www.town.iwaizumi.lg.jp/docs/2016072600015/file_contents/0042016.pdf

7 広報いわいずみ https://www.town.iwaizumi.lg.jp/docs/2016030300124/
8 新岩泉町総合総合計画後期基礎計画 (2015～2020)



1－2. あの日何が起きたか 災害発生経過

表 1 は, 今回の台風 10 号における岩手県岩泉町とグループホーム ｢楽ん楽ん｣ の対応を, 時

間を追って見る. (東京新聞, 毎日新聞, 日本経済新聞の記事を参考に筆者作成)

〈岩泉町に大雨・洪水警報〉

まず, 8 月 30 日午前 9 時, 岩手県盛岡気象台は, 岩泉町が大雨警報に加え洪水警報の対象地

域となったことを発表した. これを受けて, 岩泉町は, 町内全域に ｢避難準備情報｣ を発令した.

この報せを受けた ｢楽ん楽ん｣ の施設関係者は, この発令が障碍者や高齢者など災害時要支援者

に向けて, 避難開始を促すものという認識を持っていなかったため, 施設関係者利用者への避難

を促すことはしなかった.

〈岩泉町の一部で停電〉

午後 1 時 50 分, 岩泉町の一部で停電が始まった. 停電時の通話に必要な予備電源のない IP

電話が国の補助金で町内の全世帯に配布されていた. 停電は, 予備電源がない IP 電話も停電に

より使えなくなったことを意味し, 岩泉町の停電地域への役場からの情報提供や, 当該地域の情

報が役場に届かないことを意味する. 平常時の無料通話を可能にする IP 電話導入が, 停電対策

がなされていなかったことで, 情報ツールとしての役割が果たせなくなっていった.

〈岩泉町は ｢安家地区｣ に避難勧告発令〉

午後 2 時に, 岩泉町役場は ｢安家 (あっか) 地区｣ (｢楽ん楽ん｣ のある乙茂地区の北隣) に

｢避難勧告｣ を発令した. しかし, 県との ｢情報共有システム｣ に何らかのトラブルが発生し,

町はシステムを操作できず, 町は県にこの情報を伝えていなかった. そのため, この時点で, 県

は岩泉町の ｢安家地区｣ に避難勧告が出た事実を知らなかった. メールや電話で伝えるという選

択肢はあったはずだが, 県に伝えた形跡はなかった.

〈小本川上流域で被害発生〉

午後 3 時頃から小本川上流域での被害情報の電話が入り始め, その対応に追われる状況となり,

町役場は電話に対応する職員を 5 人から 10 人に増員した (町役場の代表電話は, すべて総務課

につながり, 11 台の電話機のうち 10 台を受け専用にしたことを意味する).

〈小本川観測点水位が 2M を超える〉

午後 4 時頃, 小本川の観測点水位 (｢楽ん楽ん｣ の 3.5 km 下流の赤鹿橋) が 2M を超えた.

通常小本川の水位は約 1M である. 堤防の高さは 4.87M あるが, 岩泉町の地域防災計画では,

小本川の避難勧告基準となる水位を 2.5M に設定してあるので, 避難勧告まで 50 cm となったと

いうことである.
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町長が町内を巡回した. ｢楽ん楽ん｣ 周辺にも訪れ, ｢小本川を黙視する限りは危険判断水位を

超えておらず, 過去の経験からも川の東側は大丈夫と判断し, ｢異常なし｣ として, 町長は乙茂

地区に避難情報をださなかった.

〈岩泉町役場が町内の社会福祉施設に状況確認〉

午後 4 時 40 分, 岩泉町から町内の社会福祉施設に対して状況確認の依頼をした. これを受け

て, ｢楽ん楽ん｣ の施設管理者は, 午後 4 時 55 分に自分で撮影した, 施設に面する小本川の水面

が, 地盤面から 20ｃｍほど低いビデオ映像を撮影して役場に行った. そして, 2011 年の台風の

浸水被害実績から, 小本川が氾濫するまでには ｢まだ 2 時間ほど余裕がある｣ と町に直接伝えた.

施設管理者は, 過去の経験から, 小本川の氾濫までにまだ 2 時間ほど余裕があると判断して,

避難についての対応をしなかった. 結果的には, ｢楽ん楽ん｣ の氾濫は午後 6 時少し前と考えら

れるので, 二時間という見立ての半分, 一時間後に氾濫は起きたことになる. しかし, この時に,

避難行動の指示があったという記録はない. むしろグループホーム ｢楽ん楽ん｣ ではこの時間,

いつもの日常業務に追われていた.

この頃 ｢楽ん楽ん｣ では, 夜勤予定者が出勤できないということで, やむなく日勤の女性所長

みずからがそのまま夜勤に入ることになった. 5 時から 6 時という時間帯は夕食介護の時間帯で

あった.

〈盛岡気象台から町への厳重注意申し入れ〉

午後 4 時 47 分, 盛岡気象台次長 (県) から, 岩泉総務課総務文書室長に対し, ｢岩泉町では 50

年に 1 度に相当する記録的な大雨になっている. 2～3 時間は強い雨が続く見込み. 引き続き厳

重な注意をお願いする｣ と電話が入った.

このとき, 町役場は住民からの電話対応に追われていた. 午後 3 時頃から始まった, 住民から

役場への電話問い合わせは依然として途切れることなく続き, その後, 午後 8 時過ぎに町役場が

停電となり, IP 電話が使用不能になるまで, 電話対応に役場は追われ続けた. 役場の通常業務

においては, 窓口対応が基本であるので, 窓口の問い合わせに応えることが役場の業務である.

しかし, 災害が発生した時に, 町役場が行うべき, 的確な気象情報, 河川情報, 災害情報, 危険

情報などの入手と, 総合的な役場の災害時対応が, この時適切になされていたかは, 疑問である.

むしろ, 目の前の問い合わせに精力の大半を消費し, 消耗していく役場 (総務課) が見えてくる.

災害時には, 聞こえてこない声, 見えない人々という ｢情報の空白域｣ を探すことが極めて重要

であるという指摘がある (防災研究会メンバー生江明元経済学部教授：2016 年 11 月 16 日経済

学部リレー講義 ｢災害と福祉社会｣ より). 危機に瀕している人たちからの情報は伝わりにくい

ことを災害時の前提とする必要があることをここでは指摘しておこう.
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〈岩泉警察署に救助依頼相次ぐ〉

午後 5 時頃, 岩泉警察署に救助要請が相次いだ. 役場で鳴りやまない問い合わせ電話, 相次ぐ

警察への救助依頼がこの時点での状況であった.

〈小本川水位観測地点より氾濫水位情報が役場にもたらされるも行方不明に〉

午後 5 時 20 分頃, 県は小本川水位観測地点で, 水位が氾濫水位である 2.5M に達したので,

町役場に ｢氾濫水位情報｣ を通報した. しかしこの時, 担当職員は住民からの問い合わせ対応

(約 2 千本の電話) に追われていたため, 県からの連絡を誰が電話を受けたかもわからず, 結果

的にその情報は町長, 町幹部に伝わらなかった.

町の地域防災計画は, 小本川の避難勧告基準となる水位を 2.5M に設定していたので, ｢避難

勧告｣ を直ちに発令する必要があったにも関わらず, この情報が入ったことを知らなかったため,

楽ん楽んのある ｢乙茂地区｣ に ｢避難勧告｣ を出さなかった.

〈台風対策会議開かれるが……〉

岩泉役場では午後 5 時半から台風対策会議が開かれていたが, 上記のように, 重要情報が入ら

ず, 対応がないままとなった.

〈台風 10 号が岩手県上空へ〉

午後 6 時頃, 台風 10 号は岩手県上空に達し, ｢楽ん楽ん｣ のある乙茂地区が停電となり, また,

住民に防災・避難情報を伝える IP 電話も停止した. この日の日没は, 午後 6 時 07 分. 夜の闇

の中で, この地区は停電となった.

町内のあちこちで浸水被害が出て, 町の交通網は寸断され, 移動にも支障をきたす状態となっ

た.

〈｢楽ん楽ん｣ 浸水始まる〉

午後 6 時 10 分頃, ｢楽ん楽ん｣ では, 利用者が玄関先に水が押し寄せてきているのを, 当直の

所長に知らせた. 隣の施設に助けを求めようと電話したが, つながらなかった. 施設周辺は水が

胸の高さまできており, 所長が利用者をベッド上に誘導したが, その後大量の水が一気に施設に

流れ込んできた. 所長は町役場, 警察, 消防に連絡しようとしたが, 携帯電話も IP 電話もつな

がらなかった. 室内はあっという間に腰まで増水した.

この頃, 施設管理者は町役場から ｢楽ん楽ん｣ の傍まで戻ってきたが, 建物の周囲は既に胸ま

での水位があり, 近づくことが出来なくなっていたという. 同施設と同じ敷地内にある老人保健

施設 ｢ふれんどりー岩泉｣ では, 85 名の利用者を 3 階に避難させる作業に追われていた.
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〈小本川下流で氾濫〉

午後 7 時頃, 大雨がピークとなり, 小本川水位観測地点の水位は 5.1M となり, 赤鹿橋堤防を

越えて氾濫した. 午後 8 時には 6.6M を超え, これがピークとなるが, 深夜まで氾濫水位を超え

ていた. 役場では, 町民からの電話が殺到し, 職員は対応に追われていた.

このころ, 県は報道を通じて初めて安家区の避難勧告を把握した.

〈町役場停電〉

午後 8 時 25 分, 町役場が停電・電話 (IP 電話) が不通となる. 夜 9 時, 災害対策本部の会議

を開催し, 町長が衛星電話で自衛隊派遣を要請した.

〈｢楽ん楽ん｣ では〉

朝 5 時, 理事がグループホーム内に入り, 所長が座り込んで入所者の遺体を抱きしめている姿

を発見. その後, 入所者 9 人は全員遺体で発見された.

以上が, この災害に襲われた岩泉町及びグループホーム ｢楽ん楽ん｣ の 1 日余りの出来事である.

これらの災害の発生と人々の取った対応, 取れなかった対応をとらえ返し, 浮かび上がってき

た課題を, 以下の各章で検討することとする.

2. 社会福祉施設とその立地条件

まず最初に, グループホーム ｢楽ん楽ん｣, ひいてはわが国の多くの社会福祉施設が置かれて

いる, 防災におけるハード面である ｢立地条件｣ について触れる.

〈社会福祉施設と危険な立地条件〉

日本は, 国土の約 3 分の 2 は山地であり, その傾斜が急で険しく, 海岸までせまっていること

が多い, 周囲はすべて海に囲まれた島国である. 川は山地から海岸までの距離が短く, 平地が少

ないので, 短くて急な流れのものが多い. 世界の活火山の 7％が日本にあるということに加え,

地震をはじめ, 火山噴火, 津波, 台風, 大雨, 大雪, 洪水等の自然災害のリスクが高い国であ

る9. 特に, それらの災害の被害を被りやすいのが, 海沿い, 川沿い, 土砂崩れが起きやすい山

間部等である.
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グループホーム ｢楽ん楽ん｣ は小本川川沿いの立地で木造平屋建てであった. 岩手県によると,

小本川では 1990 年にも大雨氾濫により床上・床下浸水 112 棟の被害があったほか, 2011 年 9 月

には当のグループホーム自体が床下浸水していた. 県は本格的な堤防整備や川幅を広げるなど具

体的な河川改修計画の策定を検討していたところであった10. 実は, この施設と同じ敷地内にあ

る介護老人保健施設 ｢ふれんどりー岩泉｣ は 3F 建てであり, ｢2F まで浸水したが, 入所者 85

人はスタッフの助けで 3 階に避難し無事だった｣11 とある. ｢楽ん楽ん｣ の入所者 9 人も, もっ

と早い時間に施設外から支援を受けられ, ｢ふれんどりー岩泉｣ に避難することができていたら,

全員助かっていたのである.

今回の事故が発生したのは, そもそも, ｢楽ん楽ん｣ が川沿いという自然災害が発生する危険

がある場所に, 平屋建てで建てられていたからである. 災害弱者の暮らす施設が何故危険なとこ

ろに建っていたのか？ そこには, ｢楽ん楽ん｣ だけでない, わが国の多くの社会福祉施設, 特に

高齢者施設が抱える事情がある. わが国は世界でも例をみない速度で進み, かつ近年, 要介護状

態の高齢者の福祉対策が急務として展開されてきた. 1989 年からの ｢ゴールドプラン｣, 1994 年

からの ｢新ゴールドプラン｣, 1999 年からの ｢ゴールドプラン 21｣ と, 立て続けに 3 つの高齢者

向けの ｢福祉計画｣ が策定され, 高齢者の在宅生活支援策とともに, 施設整備についても具体的

な数値目標を挙げて進められた.

特に, ｢新ゴールドプラン｣ は 2000 年の介護保険制度スタート時までに施設サービスの整備を

しようと, また ｢ゴールドプラン 21｣ は, グループホームなど小規模な施設の整備を目指して

立案された. これらの国策によって, 高齢者施設が全国に急増したが, 施設設立にあたっては,

建設・運営する立場 (その多くは民間の社会福祉法人) からは, 地価の安さが重要視された. ま

た, ｢社会福祉施設が建つと地価が下がる｣, ｢高齢者や障害者への偏見がある｣ などといった理

由で, 住宅街の建設に反対する住民が多いという事情もあり, 豊かな自然に恵まれているとはい

え, 人里離れた辺鄙なとこや, 山間部や川沿いや海沿いなど, 土砂災害や洪水災害に見舞われや

すい場所に建設されることが多かった. 大規模な施設であれば, 2 階建て・3 階建てが多いので,

上の階への垂直移動による避難はできるが, グループホームなどの小規模施設においては平屋が

大半である. また, 洪水水害や土砂災害においては平屋が危険であるが, 火災などの場合は, 平

屋の方がスムーズに避難誘導ができる点で, 平屋の方が安全である. また, 日常生活においては,

少人数でできる限り在宅に近い環境での日常生活を送るにあたっては, 風通し良く, 移動がバリ
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アフリーとなる平屋は望ましい面もあり, 一概に平屋が悪いとはいえない.

とはいえ, 防災対策としては, 高齢者をはじめとして, 災害時に避難行動支援者が多く入所し

ている社会福祉施設は, 本来なら, 災害時に避難する必要もない ｢安全な立地条件｣ のところに

建設されるのが, 防災におけるハード面でのベストの選択である. しかし, 現実的に, すべての

既存の施設がすぐにどのような種類の災害が来ても ｢安全な立地条件｣ の場所は, わが国ではそ

れほど多くないことも含めて, 既存のすべての施設を建て替え移動することは, 現実的には大き

な困難をもたらす.

安全な立地条件の確保というハード面においては, 施設の建物そのものだけでなく, 周囲の環

境整備の問題も大きい. 今回の事故は, 台風 10 号が襲来してきても, 小本川が氾濫しなければ

起こらなかった. もし事前に, 県による施設周辺を流れる小本川の堤防整備や川幅を広げるといっ

た河川改修工事が実施されていたならば, 川は氾濫せず, この惨事は防げたはずである. 岩泉町

は, これまで小本川流域で度々水害が起こっていることから, 堤防の整備を毎年県に要請してい

た. 県は水位周知河川指定に向けて, 2009 年度から 2 年かけて浸水想定図を作製して浸水想定

区域の検討を行ってきた. この時点で既に, 施設周辺に ｢2～5M の浸水の恐れがある｣ との想

定が出ていた. 町が県に対策を講じることを要請してから 7 年以上, 震災後からも 5 年半経過し

ていた. しかし, 2011 年の東日本大震災で河口流域の地盤が沈下したため, 県は ｢河口の状況

が変わると上流の状況にも影響する｣ として区域公表せず, 河川指定も先送りしていた. 県は,

過去に大きな被害があったり人口が集中したりする地域の河川などの指定を優先したとも説明し

た. 今回の事故をきっかけとなり, 県は, 小本川が 2017 年 5 月までに水防法に基づく水位周知

河川に指定される見通しを示した12.

3. 立地条件の悪さを職員がカバーする手法……それは可能か？

既に災害に弱い立地条件の地で建設さ移転ができない場合, 自力で避難することが困難な施設

の入所者が犠牲にならないようにするためには, 次善の策を考えなくてはならない. 安全とはい

えない立地条件にある施設では, 災害時にはまず, 近隣のより安全な避難場所 (洪水災害や津波

の場合はより高所) に速やかに避難できることが何より重要である. 施設を出て避難場所までの

移動自体が自力で困難なので, 内閣府は已む得ない場合の次善の策として, 施設内での 2F, 3F

への垂直移動についても挙げている. しかし, ｢楽ん楽ん｣ のような平屋建ての建物では, 垂直

移動は不可能である.
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12 水位周知河川は, 過去の災害などから洪水で相当な損害が出る恐れのある河川で, 水防法に基づいて
指定される. 指定されると, 避難勧告や避難指示を発令する目安となる ｢氾濫危険水位｣ や, 避難準
備情報を出す目安の ｢避難判断水位｣ が設定され, それぞれの水位に達すると県が市町村に連絡する
ことになっている.



そうなると, 災害が発生した場合, 施設職員は. 速やかに入所者全員が施設の近隣に安全な避

難できる場所 (地域における避難場所及び避難所, あるいは予め安全性を確認して協定を結んだ

施設等) まで, 入所者を時間的にも余裕をもって避難できるようにしなくてはならない. そこで,

自力で避難ができない入所者のために適切な避難支援が必要とされる.

そして, 実際に災害時に慌てずに安全に避難ができるようにするためには, 平常時に ｢訓練｣

をしておくことが必要である. しかし, 小規模施設においては, 訓練であっても, 自力で避難で

きない入所者の避難誘導を ｢安全に実施｣ することは, 施設職員だけという人手では困難である.

一人の職員で同時に何人もの車イス利用者の介助は, 施設内の廊下移動であればともかく, 屋外

では難しい. また, 身体能力そのものにおいては自力歩行が可能であっても, 非常事態において

精神的に不安定になったり, パニックを起こす入所者には, 声かけだけではなく, つきっきりで

の支援が必要な場合もある.

社会福祉施設には, その種別ごとに, 人員, 施設及び設備並びに運営に関し, 厚生労働省によっ

て, また地方自治体による条例によって基準が定められている. そしてそれぞれの施設において

は, ｢非常災害対策｣ の 1 つとして, 定期的な避難訓練を施設ごとに実施することが求められて

いる. しかし, 実際に社会福祉施設で行われている防災訓練・避難訓練では, 利用者の心身の状

況を配慮してということで, 訓練においては, 利用者全員は参加でなく, 避難する能力が比較的

高い入所者のみ対象で行われたりする場合も少なくない.

施設職員としては, 体調があまりよくない入所者などについては, 訓練で心身に負担をかけた

くないと判断しての不参加を決めたり, それこそ, 施設の外への避難となると, 職員だけでは利

用者の安全を確保するのが困難と判断しての不参加を決める場合もあるであろう. しかし, 訓練

において, 最も避難支援を必要とする利用者の避難支援を実施しないということは, それは災害

時をリアルにイメージしていない訓練であり, 想定外の事態が起こりえる災害時に利用者に安全

な避難支援を実施することは困難である. 入所者全員の命を守るために, 極力全員参加での訓練

は重要である. なぜなら, そのことによって緊急時に出現する困難を明確化することが出来るか

らである

前述したように, 避難行動要支援者が集まっている社会福祉施設は, 本来であれば災害に強い,

安全な場所に建設するべきであるが, 既存の施設が今, 災害に弱い立地条件に建っている場合は,

入所者の命を守るための最優先の策は ｢避難すること｣ となる. しかし, ｢楽ん楽ん｣ の事例か

ら浮かび上がってくるのは, 現行の社会福祉施設に関する法律や条令の下では, ｢楽ん楽ん｣ の

入所者をはじめとする社会福祉施設, 特に小規模な施設においては, ｢避難訓練をしなさい｣ ｢避

難しなさい｣ と言われても, その実施が困難な現状がある. 訓練すら実施できないとするならば,

実際に緊急事態に直面した場合, なす術がなくなることを意味する恐れが極めて強いと言えるだ

ろう.
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〈施設職員だけでは避難支援が無理という現実〉

� 災害時に絶対に足らない職員配置基準

グループホームの入所対象は, 介護保険制度における要支援 2 以上の認知症の高齢者である.

｢楽ん楽ん｣ には当時, 平均年齢 83.6 歳, 要介護 1～3 と認定された要介護者が男性 2 名, 女性 7

名の合計 9 名が生活していた13. 入所者 9 人のうち, 2 人は車いすででないと移動ができなかっ

た. 総職員数は 10 名 であるが, 事故当時は夜勤帯であり, 所長一人が勤務していた. 豪雨の中,

たった 1 人の職員では, 9 人の全員要介護者である入所者の避難誘導することが困難であったこ

とは, 容易に想像できるであろう.

社会福祉施設で働く職員数は, ｢社会福祉施設等の設備及び運営等に関する基準｣ によって,

それぞれ施設の種類ごとに配置基準が定められている. 認知症対応共同介護 (グループホーム)

は, 入居者の定員が 9 名以下とされる施設であり, 施設ごとに常勤換算で, 利用者：職員 (常勤

換算) で日中の職員配置体制は 3 人以上, また, 夜間 (午後 6 時～10 時) 及び深夜 (午後 10 時

～午前 6 時) の時間帯は, 利用者の人数に関わらず ｢通常の (宿直勤務ではない) 勤務者｣ を

常時 1 人以上配置そして夜間は 1 人以上と定められており, 事故当時に ｢楽ん楽ん｣ に 1 人の職

員しか配置されていなかったことは, 条例で定められた ｢基準｣ をクリアしていたのである.

しかしながらたった 1 名の職員が, 9 名の利用者を (移動そのものにも支障がある状態の利用

者も含めて) 安全に避難させることは無理である. 夜間の職員体制を手厚くしなければ, 災害時

の避難が困難であることは自明であるにも関わらず, 入所施設の夜間の職員配置が手薄になって

いるのは, グループホームのみならず, どの社会福祉施設も直面している問題である. しかし,

行政の定めた基準 (最低基準) よりも職員配置を増やそうにも, 民間施設では経営上それが困難

な施設が多い. 福祉医療機構が実施した平成 25 年度 認知症高齢者グループホームの経営状況の

分析では, 認知症対応型共同介護 (グループホーム) の約 3 割が赤字であるという報告がされて

いる14. その主たる要因は人件費の上昇が考えられ, 2 ユニットの規模の大きい施設より, 1 ユニッ

トの単独施設のほうが, より赤字になる傾向がある. ｢楽ん楽ん｣ のようなグループホームとい

う小規模施設においては ｢指定地域密着型サービスの事業の人員, 設備及び運営に関する基準｣

をクリアするのが精一杯であるのが実情である. 介護業界における慢性的な人手不足と相まって,

施設経営者によるマネジメントの自助努力のみで対応で, 災害時に安全に利用者を避難させるに

必要な職員配置の体制を整えるのは不可能である.

社会福祉施設 (特に入所施設の場合) の利用者の安全を守るために, 事前に予報等で大きな被

害が予想される気象災害時に柔軟な職員配置の基準の見直しと補助金制度の導入という ｢公助｣
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13 厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 介護サーギス情報公表システムより検索
http://www.kaigokensaku.jp/

14 福祉医療機構：平成 25 年度 認知症高齢者グループホームの経営状況について (2015 年 1 月)
http://hp.wam.go.jp/Portals/0/docs/gyoumu/keiei/pdf/2015/research%20team/150729gh05.pdf



の強化が検討されるべきである.

4. 施設入所者は ｢地域防災計画｣ で対応されないか？

災害対策基本法では, 地方自治体 (都道府県, 市区町村) は災害発生時の応急対策や復旧など

災害に係わる事務・業務に関して総合的に定めている. すなわち, 地域防災計画が義務づけられ

ている. ｢地域防災計画｣ はそれぞれの地域の実情に即して作成されることになっている. しか

し, そこには, 地域における在宅の避難行動要支援者をはじめとするよう要配慮者についての避

難計画や防災訓練における対応についての記載はされているが, 社会福祉施設等の入所者につい

ては, 触れられていないことが多い. 災害対策基本法では, 社会福祉施設の入所者や長期入院患

者に対して, 地域で支援を必要とする避難行動要支援者とはみなしての対策を求めていないので

ある.

これは, 社会福祉施設等の入所者への対応は, 都道府県や市区町村といった自治体ではなく,

それぞれの施設の種別において, 条例15に基づき, 施設の設備及び運営基準等において, 施設ご

とに, ｢非常災害に関する具体的な計画｣ (以下, 非常災害対策計画) を策定することになってい

るからである. そこには, ｢非常災害に関する具体的計画を立て, 非常災害時の関係機関への通

報及び連絡体制を整備し, それらを定期的に従業者に周知すること｣ と ｢非常災害に備えるため,

定期的に避難, 救出その他必要な措置に関する訓練を行うこと｣ と定められている. そして, 避

難訓練等の実施も非常災害対策計画に基づいて実施されることになっている.

すなわち, 防災計画や避難訓練は実施しろと法で規定してあるが, 地域福祉計画の中に組み込

まれている, というのではなく, その内容も災害時における施設入所者への対応も, 各々の施設

任せになっているのが実情である.

事故後, ｢楽ん楽ん｣ は, ｢施設には火災想定の防災計画はあったが, (楽ん楽んには) 水害想

定の計画はなく, 浸水時の避難訓練も実施していなかった｣16 と報道され, 施設の認識の甘さが

指摘された. 川沿いにある高齢者施設であり, 過去に水害に遭ったこともあるのであれば, 避難

訓練をはじめとした防災計画 (防災マニュアル) を策定して備えるべきであったのは確かである.

その一方で, 通常日勤 3 人, 夜勤 1 人の職員体制という小規模施設においては, 当該施設だけで

個々に ｢非常災害対策計画｣ を災害別に作成し, 防災訓練・避難訓練を職員だけで実施するのは

大きな負担である. 災害弱者が入所している社会福祉施設の防災計画の作成は, 個々の施設に委

ねられるべきものでなく, 地域に暮らす人々の安全に責務を負うものとされている地域行政の重

要な役割であることを指摘しておこう.
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15 岩泉町指定地域密着型サービスの事業の人員, 設備及び運営に関する基準等を定める条例
16 台風 10 号豪雨 1 週間, 後手の防災, 被害拡大, 岩手の行政・施設, 情報共有も不備｣ 日経新聞 2016

年 9 月 6 日



さらに, 避難訓練と関連して, 市町村が作成する災害発生時の避難等に特に支援を要する者の

名簿 (避難行動要支援者名簿) の作成についても, 社会福祉施設の入所者はその名簿には掲載さ

れていないことも問題である. 2013 年 6 月, 災害対策基本法は一部改正となり, 従来, 災害時

要援護者と呼んでいた, 高齢者, 障害者, 乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する者 (要

配慮者) のうち, 避難時行動要支援者の名簿の作成を義務付けること等が規定された. この改正

を受け 2013 年 8 月に策定・公表された ｢避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針｣

によると, その対象者は, 表 2 のように, 避難行動要支援者として名簿に記載される者とは, 生

活基盤が自宅にある者という前提となっている. 更に, ｢社会福祉施設入所者や長期入院患者に

ついては, 支援対象者の所在が明確であり, 地域の避難支援等関係者の人数が限られていること

から, 避難行動要支援者名簿の対象は在宅者 (一時的に入所, 入院している者を含む) を優先す

ること｣ と書かれている. これは, 施設入所者は名簿に記載しなくても良い, ということであり,

実際, いくつもの市町村 (東海市, 旭川市, 成田市等) の HP には, ｢施設や病院に入所, 入院

されている方 (一時的な入所, 入院を除く) は対象になりません.｣ と明記されている. 社会福

祉施設の入所者は地域の中で生活しているにも関わらず, 行政が責任をもって災害発生時の避難

等に特に支援を要する者としての避難行動要支援者の名簿に入っていないのである.

しかし一方において, 当該社会福祉施設が安全な場所に建設されている場合は, 避難の必要な

どないのだが, むしろそういう施設は地域の避難行動要支援者や要配慮者にとっての ｢福祉避難

所｣17 になる場合もある. 実際, 東日本大震災以降, 地方自治体が要配慮者のために, 当該地域

内の社会福祉施設と災害時における ｢福祉避難所｣ として協定を結ぶということが進められてい

る. 内閣府のアンケート調査18によると, 福祉避難所の要件を満たしている施設は, 89％が社会
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表 2

【自ら避難することが困難な者についての A 市の例】
生活の基盤が自宅にある方のうち, 以下の要件に該当する方
① 要介護認定 3～5 を受けている者
② 身体障害者手帳 1・2 級 (総合等級) の第 1 種を所持する身体障害者 (心臓, じん臓機能障害のみ

で該当するものは除く)
③ 療育手帳 A を所持する知的障害者
④ 精神障害者保健福祉手帳 1・2 級を所持する者で単身世帯の者
⑤ 市の生活支援を受けている難病患者
⑥ 上記以外で自治会が支援の必要を認めた

｢避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針｣ (2013) より引用

17 福祉避難所とは, 既存の建物を活用し, 介護の必要な高齢者や障害者など一般の避難所では生活に支
障を来す人に対して, ケアが行われるほか, 要援護者に配慮したポータブルトイレ, 手すりや仮設ス
ロープなどバリアフリー化が図られた避難所のこと.

18 ｢福祉避難所の運営等に関する実態調査 (福祉施設等の管理者アンケート調査)｣ 結果報告 内閣府
(防災担当) 2015 年 7 月



福祉施設であり, 高齢者施設が全体の 61％を占めている. つまり, 社会福祉施設はその立地条

件をはじめとする諸状況によっては, 災害時に地域住民の命を守るという役割も果たす存在であ

る.

しかし, すべての社会福祉施設が避難の場所となるわけではなく, 逆にその所在地の立地条件

が災害に弱い場合は, その施設から避難すべき場合がある. 地域で, 災害発生時に避難支援を必

要とする人たちが多く生活している社会福祉施設の入所者を避難行動要支援者のリストから外し,

避難訓練等の参加対象者から外すなどの, その存在を無視して作成される ｢地域防災計画｣ の策

定は, 地域での ｢共助｣ を推進しようとする方針と矛盾することになる. 在宅生活者であっても,

施設入所者であっても, 地域で生活している避難行動要支援者である. 地域に存在する施設であ

る. 施設にできる備えや対策の部分は ｢自助｣ でというのは当然であるが, 問題はそれが不可能

な場合である. 海べりや川沿いの社会福祉施設は多い現状から見れば, そうした施設は避難の行

き先ではなく, そこから他の安全な場所への避難が必要な施設であり, 施設利用者は文字通り

｢避難行動要支援者｣ である. このことを除外してはならない.

そして, 社会福祉施設の関係者自身も, 声を大きくして行政にも地域住民にも, ｢災害が発生

したときは, 私たち職員だけでは入所者全員を安全に避難させることはできません. 避難訓練で

も実際の災害を想定した避難支援が十分にできません. 施設入所者の命を助けるために, 訓練の

ときは避難準備情報や避難勧告が出たときには, どうか避難支援の協力をお願いします｣ と, 実

情を繰り返し伝えるという行動も, ｢自助｣ として行うべきである.

現時点での施設職員数や入所者の避難能力等で施設だけでの避難行動が困難については, 行政

による ｢公助｣, 施設や地域住民による ｢共助｣ を組み入れての ｢地域防災計画｣ が策定された

上でないと, 社会福祉施設は, ｢非常災害対策計画｣ で施設入所者の命を守るための実用性ある

計画を策定できないのであることを鑑みれば, こうした施設自身の社会への発信が不可欠となる

だろう.

自治体 (市町村) が地域防災計画, そしてさらにもっと地域に身近で住民が主体となって策定

する ｢地区防災計画｣19 においては, 社会福祉施設等の入所者が要配慮者, ひいては避難行動要

支援者として明確に位置づけられ, それらの計画と連動して, 施設ごとの独自に非常災害対策計

画 (防災計画, 防災マニュアル) を作成することは重要である. そして, その作成についても,

施設職員だけでなく, 行政と自主防災組織, 消防団をはじめとする関係機関が実際に協議をしな

がら ｢その施設で利用者も職員も全員助かるために実行可能な方法｣ が書かれていること, 施設

での避難訓練にも, 行政や自主防災組織, 近隣の住民に事前に協力依頼をして, 参加してもらえ

るようにすることが肝要である.

ドウシテダレモタスケラレナカッタノカ？

46

19 2013 年の災害基本法改正により, 地域コミュニティにおける共助による防災活動の推進の観点から,
市町村内の一定の地区の居住者及び事業者 (地区居住者等) が行う自発的な防災活動に関する地区防
災計画制度が新しく創設された.



訓練で実際に入所者の避難支援を体験することで, 地域住民をはじめとする関係者が, 避難支

援の必要性を理解し, 支援方法についても体得する機会となる. また, 施設での避難訓練を実施

するにあたっては, 当然のことながら, リアリティある訓練とするために, 前述のように, 入所

者全員参加を前提とする必要がある. 入所者が訓練で避難支援をされることに慣れておくことと

同時に, 施設側にとって, 全員の安全を守るためにどれだけの人手が要るかを把握するためであ

る.

5. 必要な情報を共有化できなかったこと

5－1. ｢避難準備情報｣20 意味が理解されていなかったために生かされなかった情報

8 月 30 日の午前 9 時, 岩泉町は, 町内全域に ｢避難準備情報｣ を出していた. しかし, ｢楽ん

楽ん｣ では, 入所者を避難させることはしなかった. ｢施設の運営者は同日, 町が避難準備情報

を出していることを把握しながら, 入所者を避難させていなかったことを明らかにした. 高齢者

などは, 避難勧告や指示が発令される前の準備情報の段階で避難させることが求められている.

また, 水害避難のためのマニュアルも作成していなかった.21｣ と報道された. 小本川の水位が

5.1M となり, 堤防 (4.87M) を超えて氾濫したのが午後 7 時であるが, その 10 時間も前に,

避難情報自体をキャッチしていた. 何故施設関係者は入所者を避難させなかったのか？ 実は,

｢楽ん楽ん｣ の施設関係者は, ｢避難準備情報｣ という言葉は知っていても, ｢それが何を意味す

るかを知らなかった｣22 (朝日新聞 9 月 2 日) のである.

｢楽ん楽ん｣ の施設関係者が, ｢避難準備情報｣ の意味を知らなかったという事実が判明すると,

施設関係者の ｢情報の理解不足, 知識の欠如が原因｣ という論調の TV・新聞の報道がなされた.

確かに, 適切な時期での避難を逸した責任の一端は施設にあり, 重要な避難情報がこの施設の関

係者の間で共有されていなかたったのは事実である. しかし, この情報の意味を ｢知らなかった｣

ということは, 単に施設関係者だけの問題ではなく, 地域住民, いや, もっと広く国民全体の問

題でもある.

今回の ｢楽ん楽ん｣ の事故を受けて, 環境防災総合政策研究機構は 2016 年 9 月にネット調査

が実施し23, ｢避難準備情報｣ については, ｢要援護者には避難を促す趣旨｣ があるのだと知らな
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20 ｢避難準備情報｣ とは, 2004 年に新潟や福島, 福井などの豪雨が多く, 避難勧告や避難指示の発令さ
れるタイミングが遅れたことでの犠牲者がでたこと, その犠牲者の大半が, 高齢者など避難に時間の
かかる人たちであったことを教訓にして, 気象庁が 2005 年に設定した避難情報である. つまり, そ
の趣旨は, 人命最優先ということで, ｢人的被害が発生するおそれ｣ という不確実な段階で地域の人々
に避難の準備をさせるための発令であり, 災害時に逃げ遅れたりする可能性の大きな人々が, 災害に
巻き込まれないために早めに移動してもらうことで, 安全を確保することである.

21 ｢台風 10 号：被害 9 人死亡の施設, 避難マニュアルなし 岩手・岩泉町｣ 毎日新聞. 2016 年 9 月 1 日
22 ｢9 人死亡岩手・台風直撃で見えた, 高齢者ホーム選びの死角 ワイド特集｣ 朝日新聞. 2016 年 9 月 2 日
23 ｢台風第 10 号に関する防災対応行動調査｣ 環境防災総合政策研究機構 2016 年 11 月



かった人が約 55％という結果が出た. ｢避難準備情報｣ という用語は 2005 年に創設されて 10 年

以上経ち, この間, 数多くの自然災害発生時に発令されてきた. この調査は, ｢ネット調査｣ で

ある. 回答者はネット操作により情報を入手できる状況にいる人達が対象とされた. つまり, ネッ

トによる気象情報やニュース等を入手できる立場の人たちですら, ｢避難準備情報｣ については

半数以上が知らなかったということなのである. もし, スマホや PC を使いこなすことが困難な

可能性が高い ｢情報弱者｣ である高齢者等を対象とした場合の調査であった場合, ｢知らなかっ

た｣ という回答率はもっと高かったことであろう.

また, ｢避難準備情報｣ について単独に尋ねたものではないが, 2010 年に内閣府が大雨におい

て ｢避難勧告｣ や ｢避難指示｣ を発令した可児市, 広島市, 三原市, 防府市, 那珂川町の 5 市町

村の住民に対して実施したインターネット調査 ｢避難勧告・避難指示に関する住民向けアンケー

ト調査｣24 では, 災害時に発令される ｢避難準備情報｣・｢避難勧告｣・｢避難指示｣ のこの 3 つに

ついて, よく知っているという回答は 5.2％, ある程度は知っていたが 53.0％, 初めて知ったが

41.9％であった.

つまり, ｢避難準備情報｣ というのは, 誰でもよく知っている言葉, 一般の人達にとって, そ

の意味が周知されているとは決していえない言葉であったということである. ちなみに, 筆者は,

事故現場である ｢楽ん楽ん｣ の周辺の福祉施設にインタビュー取材をしていた新聞記者に, ｢新

聞記者で災害の現場にも取材に赴くあなたは, 今回の事件の前に, 避難準備情報の意味を知って

いましたか？｣ と尋ねたところ, ｢いいえ, 初めて知りました｣ と即答された.

5－2. 大切な情報が住民に伝わるために何が欠けていたのか？

〈避難準備情報のわかりにくさ〉

大切な避難情報の意味を, 災害弱者でもある利用者の命を守る立場の人たちに十分認知されて

いなかったのは事実である. しかし, そもそも, ｢避難準備情報｣ という用語は, ある意味で非

常に意味を理解しにくい言葉である. この用語には 2 つのメッセージ (意味) が含まれている.

1 つは, 避難に時間がかかる高齢者や障害者, 病人, 妊婦や幼い子どもなどの ｢災害時要援護者｣

やその家族に ｢避難を開始してください｣ というメッセージ, もうひとつは, それ以外の人は,

家族への連絡, 非常時持ち出し品の用意等, 避難準備をしてください, というメッセージである.

命を守るための大切な情報は, 本来シンプルでブレなく伝わることが大切である. 子どもにも

わかりやすいものであるのが望ましい. しかし, ｢避難準備情報｣ は, 1 つの言葉に 2 つの異な

る対象に向けたメッセージを入れている. しかも, 誰に向けての情報かというのが明記されてい

ないのであるから, ｢避難準備情報｣ とだけ聞いて, 高齢者や障害者等といった, 避難するのに

時間がかかる避難行動要支援者向けに ｢もう避難しはじめてください｣ というメッセージでもあ

るなどと, この言葉が防災行動を促す情報だとは, 聞いただけでは理解出来ない. ｢避難勧告｣
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24 ｢避難勧告・避難指示に関するアンケート調査｣ (内閣府防災担当) 2010 年



の前の段階で出す情報なので, 対象者を 1 つにまとめて出そうという意図だったのかもしれない

が, この用語ができた経緯を考えれば, むしろ, 対象をはっきりと明記し, 一般住民向けと避難

行動要支援者に向けたメッセージと明確にわかる用語を別々に独立して作るべきであったのでは

ないか.

〈町役場のアナウンスの不備〉

避難情報については, それを設定した者 (気象庁) のみならず, それを発令する市町村も, そ

の言葉が住民に浸透するための工夫を積極的に講じなくてはならないはずである. 今回の事故を

振りかえってみて, ｢避難準備情報｣ の実際の運用状況にも問題があった.

表 3 は, 当日, 8 月 30 日午前 9 時に岩泉町が町内全域にアナウンスした文面は以下の通りで

ある25.

このアナウンス内容文のどこにも, 避難行動をする対象者として, ｢避難するのに時間がかか

る方｣ とも ｢お 1 人での移動が困難な方｣ とも ｢避難行動要支援者の方｣ とも ｢災害時要援護者

の方｣ と言ってはいない. ｢避難準備情報｣ ではどんな人たちに避難を開始してほしいのか, ど

んな人たちに避難準備をしてほしいのか, アナウンスの中で具体的に

｢避難するのに時間がかかる高齢者や障害をお持ちの方……｣ 等, 用語についての説明しなが

ら, 具体的に呼びかけた方が効果的であったのかもしれない.

実際にこのアナウンスで避難行動を呼びかけていた対象は, ｢土砂災害の恐れのある区域にお

住まいの方, 河川等の越水の恐れのある方｣ にであったが, 実は, 岩泉町では, 2011 年にも大

雨で施設は床下浸水を経験しており, 台風や大雨による水害は, 皆無ではなかった. しかし, 岩

泉町の地域防災計画資料編 ｢岩泉町地域防災計画 2016 修正編｣ の資料によると, 津波被害を除
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表 3

避難準備情報の内容文 (8 月 30 日 9：00 頃発令)
・台風第 10 号の接近及び通過に伴い, 土砂災害及び洪水の発生の恐れがあることから, 全域に対して

避難準備情報を発令します.
・土砂災害の恐れのある区域にお住まいの方, 河川等の越水の恐れのある方は, 避難用品を準備のう

え早めに避難行動をとってください.
また, 避難準備をしてください.
午後には猛烈な暴風雨になる予報です.
さらに, 夜の避難は危険ですので, 危険と判断した方は明るいうちの避難をお願いします.
避難所の指定は次のとおりです.

岩泉町民会館, 小川生活改善センター, 大川基幹集落センター, 小本津波防災センター,
安家生活改善センター, 有芸生活改善センター岩泉

25 ｢岩泉町の被害実態と関係省庁の取組み｣ 避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドラインに関
する検討会. 第 1 回検討会資料 2016 年 10 月 27 日



くと, 記録上, 台風や集中豪雨による川の氾濫では, 大きな風水害は, 1967 年の秋雨前線集中

豪雨によるものでの浸水被害が 104 棟, 1981 年の台風 15 号による住宅倒壊が 5 棟, の 2 件しか

なかった. しかし, いずれも人命被害はなかったので, 小本川流域の住民は, ｢土砂災害の恐れ

のある区域にお住まいの方, 河川等の越水の恐れのある方｣ と言われても, 床下浸水はしても,

命を奪われるほどの ｢大水害｣ など来ないであろう, という ｢正常化のバイアス｣26 の心理が働

いていた恐れが高い.

｢避難準備情報｣ という用語は, 2005 年に設定されてから, 既に 10 年以上経過しているが,

まだ防災用語としては比較的新しい. そのため, 一部の自治体ではまだ, 地域防災計画にこの避

難情報の用語が盛り込まれていない, 避難計画の中に位置付けていないところもある. 行政によ

る避難情報や避難につながる気象情報の意味についての広報は行われてはおり, 気象庁をはじめ

として, 都道府県, 市町村役場の HP の防災担当の部署のページには, 避難情報についての用語

説明が掲載されている. 紙レベルでも, 市町村役場が各家庭に配布する住民向けの小冊子, 防災

に特化したパンフレット, ハザードマップには, 避難情報や気象災害に関する用語の説明が掲載

されている. しかし, 実際に広く国民に浸透していたかというと, 先のアンケート結果27をみる

限り, まだほど遠いのが現実である. 気象情報を流す TV やラジオでも, 避難勧告や避難指示

ほどではないが, ｢用語｣ としてはアナウンスされ続けてきた. しかし, 今回の事故以前は, ｢避

難準備情報｣ をはじめとして, 用語の意味についての解説がされることはほとんどなかった.

｢避難準備情報｣ だけの問題ではない. 今回の事故において, 県から岩泉町に小本川の氾濫に

ついて ｢氾濫注意情報｣ の情報が発せられた. しかし, この指定河川洪水予報の気象情報につい

ても, ｢氾濫注意情報｣ ｢氾濫警戒情報｣, ｢氾濫危険情報｣, ｢氾濫発生情報｣ の 4 つが具体的に何

を基準に示している. 水位周知河川でない場合は, このうち ｢氾濫危険情報｣, ｢氾濫発生情報｣

の 2 つは出せないことになっているなど, 同じく人の命を守ることに関わる情情報について, そ

の ｢意味｣ や発令基準が国民にわかりやすく伝えられていたとは言い難い例はほかにもある.

2013 年に設定された ｢特別警報｣ という防災に関連する気象情報についても, ｢その地域は数十

年に一度の, これまでに経験したことのないような, 重大な危険が差し迫った異常な状況となっ

ているので, 市町村の避難情報に従うなど, 適切な行動をとってください｣ というメッセージが

あると正確に認識している人はどれほどいるだろうか.

今回の ｢楽ん楽ん｣ の事故を受けて, 内閣府は 2016 年 12 月 26 日に, ｢避難準備情報｣ につい

て, ｢避難準備・高齢者等避難開始｣ に名称変更したと発表した28. 台風 10 号による水害では,

高齢者施設において, 適切な避難行動がとられなかったことを重く受けとめ, 高齢者等が避難を
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26 正常化バイアスとは, 社会心理学の専門用語. 危機に直面していながら, ｢たいしたことにはならな
い｣, ｢自分は大丈夫｣ と思い込み, 危険や脅威を無視してしまう心理的な傾向のことであり, 災害発
生時に, 避難や初動対応などの遅れの原因となる場合がある.

27 10 と同じ
28 http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/hinanjumbijoho/index.html



開始する段階であるということを明確にするためという理由からである. ｢避難準備情報｣ の言

葉の意味が, 国民に周知徹底されていなかったことを反省して, より具体的な名称になったとい

える.

しかし, 今回の痛ましい事故をきっかけにマスコミでも ｢避難準備情報｣ について繰り返し取

り上げられるようになり, 認知度が上がってきて, 少しずつ国民が関心をもってきた中での名称

変更であることや, 相変わらず 1 つの用語で異なる対象向けの用語というわかりにくさは残って

おり, 反って現場を混乱させかねない可能性があるかもしれないと若干懸念する.

そして, 用語の名称が変更により, これから国, 都道府県, 市町村で新しく周知徹底させるた

めに全国のパンフレットや表示を変更する作業と普及には, 時間もコストも相当かかる. わかり

やすい表現を試みること自体であるが, これを機会に, ｢避難準備情報｣ だけではなく, 現行の

防災情報や気象情報などをすべて見直し, 国民にまだ周知徹底されているとはいえない用語につ

いて, 総点検する作業の方が先ではないだろうか？ ｢避難準備情報｣－｢避難勧告｣－｢避難指示｣

といった避難情報と連動して段階的に提示されている気象情報の用語について, 例えば水害に関

しての ｢氾濫注意情報｣ ｢氾濫警戒情報｣ ｢氾濫危険情報｣ ｢氾濫発生情報｣ や ｢高潮注意報｣ ｢高

潮警報｣ ｢高潮特別警報｣ など, その情報のそれぞれの意味や, 何を基準にしてどのタイミング

で発令しているのかを, 広く国民に理解してもらうための検討をすることが望まれる.

〈防災教育とすべての学校教育の場で〉

また, こういった大切な防災関連情報とその意味を広く国民に浸透していくように, 行政の広

報のみでなく, マスコミが繰り返し取り上げることや様々な場での防災教育が広く展開されるこ

とが重要である. テレビやラジオ, 新聞, ネットの気象情報コーナーでその情報の用語を使用す

るときには, 平時でも度々その用語を取り上げ, 繰り返し意味を解説しながら表示するなど, マ

スコミが日頃から積極的に, 重要な避難情報, 気象情報についてその意味まで理解できるように

協力をしていく必要がある. さらに, 小さな子どものうちから用語に慣れ親しむ防災教育を行う

ことが重要である. 学校教育においては, まず自分の命を守り, そして自分の周りにいる人達の

命を守るのに必要な情報の理解ができるように, 避難訓練や防災訓練の中にも積極的に ｢避難情

報｣ や ｢気象情報｣ を取り入れたプログラムの展開で, 馴染みある知識, 自分の避難行動の判断

に活用できるような工夫を進めていく必要がある. 人の命を守る医療や介護, 福祉, 教育に従事

する専門職養成においても, ｢利用者と自分の命の両方を守るための決断｣ ができる防災教育を

目指して, 避難情報や気象情報の理解を, カリキュラムの中に落とし込んでいくことが, 対人援

助職として必須であると考える.

5－3. 伝わらなかった情報

午前 9 時発令の ｢避難準備情報｣ 発令から午後 7 時頃に小本川が氾濫して ｢楽ん楽ん｣ が濁流

にのみ込まれるまでの約 10 時間余の時間があった. この間, 気象状況が深刻化していく中で,
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避難行動を促せたはずの様々な重要な情報や情報ツールが存在していた. しかし, 災害によるい

くつかのトラブルが発生したとはいえ, 事前の対策の不備や平時から非常時への体制への切り替

えがスムーズになされなかったために, 重要な情報がいくつも, 伝わらなかったり, 伝えなかっ

たりという事態が発生した.

〈停電とつながらない IP 電話〉

岩泉町は, 東日本大震災後の防災対策として, 総務省から IP 電話を設置する補助金の交付を

受け, 防災情報などを伝えるため 電源を必要とする IP 電話 (ぴーちゃんねっと事業)29 を町内

の全世帯や全ての福祉施設などに導入していた. 緊急時には, 災害の情報, 非常時にはサイレン

が鳴り避難指示などが流れるようになっていた. 町は停電時に予備電源がないと使用できないこ

とは把握していた, しかし, 費用負担の増大というコスト面からの懸念と, 停電しても電力はす

ぐに復旧するであろうということで, 導入にあたって, 町民に対して予備電源の配布などの対策

をとっていなかった30. 30 日, 午後 1 時 40 分頃から, 大雨の影響で岩泉町では, 一部で停電が

はじまった. 固定型電話は, 電話線 (メタル回線) には, 一定の電気 (約 48V) が流れている

ため, 停電時でも電話機へ電力を供給して通話 (発信・受信) ができる場合があるが, 光回線,

ADSL 回線, CATV 回線・予備電源のない岩泉町内の IP 電話の使用者は, 電話をかけることが

できなりつつあった. そして午後 6 時頃, ｢楽ん楽ん｣ の所長が, 入所者を助けようと, 町や消

防, 警察に連絡をとろうとしたときには, 既に携帯電話も IP 電話はつながらなかった. 誰にも

救助を求めることすらできないまま, 施設内に押し寄せてきた濁流になす術がなかったのである.

IP 電話が全世帯に設置されていて, 避難情報等, 緊急の連絡を一斉に流せることは, 情報の

共有化において非常に有効である. しかし, IP 電話には電源が必要であること, そして大災害

が発生した場合, 停電が起こる可能性が極めて高いことは, あらかじめ予測できたことである.

にも関わらず, IP 電話を設置するという対策しかとらず, 予備電源については, 配布しなかっ

た. 町民からは, 停電時のことを懸念して配布を求める声があったが, 町はコストの問題に加え,

｢(停電しても) 電力などすぐに復旧するであろう｣ という認識や町内での電話が無料ということ

で, ｢IP 電話は災害時以外の目的でも使われるのだから, (予備電源を公費で出す必要ない)｣,

停電が起きても局所的なもので, ｢電力などすぐに復旧するであろう｣ という理由である31, 32. ま

さに, 危機意識の欠落である. そもそもこの ｢IP 電話｣ の設置は, 停電になってもすぐに復旧
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29 緊急時には, 災害の情報, 非常時にはサイレンが鳴り避難指示などが流れる機能がある電話型の IP
端末, (町内のみ使用可) である. 岩泉町から, 町内の各家庭にレンタル (無料) されている, 岩泉
町内のぴーちゃん端末どうしで無料で会話 (テレビ電話) ができる. 町や, 学校, 公共施設からお知
らせや, イベントなどの動画が配信されていた.

30 https://www.town.iwaizumi.lg.jp/docs/2016022200869/
31 ｢台風 10 号：IP 電話機能せず 岩手・岩泉町, 停電対策取らず｣ 毎日新聞, 2016 年 9 月 2 日 (東京版)
32 同上



する局所的災害ではなく, ｢それを超えた大災害を想定しての全世帯への設置だったはずである.

停電という事態が発生したとき, 予備電源がセットでついていなかったことで, 岩泉町の ｢地域

福祉計画｣33 にも盛り込まれていた町中全世帯に設置した IP 電話は, 多額の補助金の予算を消

化して ｢災害時に役に立たない情報ツール｣ となってしまったのである.

〈情報システムのトラブルに対応できず, 伝わらなかった情報〉

IP 電話が停電によって使えなくなっただけでなく, この日は情報共有システム (J-AlERT)34

のトラブルも発生した. 岩泉町では, 午前 9 時に町内全域に ｢避難準備情報｣ を発令した後, 防

災担当者が水位を確認していた. 担当者は数回に分けて本団分団長に連絡し, 状況を確認してい

たが, 午後 2 時, 安家地区 133 世帯に ｢避難勧告｣ を発令した. その後, 安家川は氾濫した. し

かし, 既に町内の一部で停電がはじまって, 雨もどんどん強くなっていく中で, 施設のある乙茂

地区は対象外とされ, 町は結局最後まで, ｢乙女茂地区｣ には, ｢避難勧告｣ も ｢避難指示｣ も出

さなかった.

岩泉町が安家地区の ｢避難勧告｣ を出した時点で, 情報共有システムのトラブルが発生してい

た. しかし, 町はシステムを操作することができず, この情報を県に報告しなかった. 岩泉町役

場が安家地区に ｢避難勧告｣ が出したことを県が知ったのは, 午後 7 時の報道を通じてであった.

トラブルの原因は不明であり, 何故町がシステムを操作できなかったかも不明であるが, この

｢避難勧告｣ は, 県が把握しておくべき重要な災害情報であった. 不可解なのは, 町から県への

情報伝達には, その情報システムだけでなくて他にツールがあったのに, なぜ, それを使わなかっ

たかである. 午後 2 時の時点では, 役場の IP 電話は住民からの電話対応をしていたのであるか

ら, 少なくとも, この時点では, 町役場の電話回線はつながっていたはずである. 町は電話やメー

ル, ファックスという ｢別の手段｣ を使って, 県に ｢避難勧告｣ について連絡できたはずである.

県との避難情報の発令の情報のやりとりは, 通常は情報共有システムを使用するルールであった

かもしれない. しかし, 災害発生時だったのである. 安家川が氾濫しての安家地区に避難勧告を

出すという非常事態に, 通常時使用している情報システムのツールが使えないから, 電話やファ

クスやメールが使えても, 連絡しませんでした, という通常の取り決めのツールに固執したとし

たら, 町にはその時点でも非常事態になったという認識がなかったからであろう. 岩泉町の ｢地

域防災計画｣ には, 災害予防, 災害応急対策, 災害復旧・復興と時間を追っての災害対策が記載

されているが, 災害予防から災害応急対策に移るべきスイッチが入らずじまいだったといえる.
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33 岩泉町の ｢地域防災計画｣ においては, 町から住民に災害時に発報するツールとしては, ①防災行政
無線, ②IP 電話 (ぴーちゃんネット) ③携帯 3 社速報メール, ④防災メール, ⑤町ホームページ,
⑥Ｔwitter があった. このうち, ①と②が町内全域, ③④⑥は全登録者, ⑤は自主的閲覧者に向けて
であったが, 外部から町への直接連絡ツールとしては, IP 電話がメインであった.

34 J-ALERT (J アラート：ジェイアラート) は, 通信衛星と市町村の同報系防災行政無線や有線放送
電話を利用し, 緊急情報を住民へ瞬時に伝達するシステムである.



5－4. 住民からの電話対応に追われたために, 県からの情報を受け取れず, 避難勧告だせな

かった町

刻々と雨はひどくなり, 小本川の水位が上がっていく中で, なぜ町が最後まで安家地区以外に

避難勧告を出さなかったのか？ そこには, 県からの気象情報の電話連絡が町長に伝わらなかっ

たという事態が発生していた.

小本川の水位を観測し続けた県 (盛岡気象台) は, 午後 4 時 47 分に, 次長自ら, 町の総務課

総務文書室町に電話をし, ｢岩泉町では 50 年に 1 度に相当する記録的な大雨になっている. 2～3

時間は強い雨が続く見込み. 引き続き厳重な注意をお願いする｣ と電話を入れている. その約 30

分後の 5 時 20 分頃に, 県 (岩泉土木センター) から町に ｢赤鹿水位観測所では, 17 時 20 分に

小本川の水位が, 氾濫注意水位 2.5m を超過し, 今後も上昇する見込みがあるので注意するよう

に｣ (岩手県の水防計画においては, 水防活動の参考とするため水位を市町村に通報することと

なっていた) という連絡が電話とメールで入った. また, 気象庁の予報で今後の雨量が 1 時間 80

ミリを越すという情報も職員に確認された.

岩泉町の ｢地域防災計画｣ には, 避難勧告の発令基準は盛り込まれており, 小本川については,

〈1〉赤鹿観測所の水位が 2 メートル 50 以上〈2〉上流の種倉, 山岸の集落で累積加算雨量 80 ミ

リ以上が予想される--に該当した場合とされている. 水位 2.5m は, 岩手県が水防団出動の目安

として設定している氾濫注意水位に当たるとしている. つまり, 県からの ｢氾濫注意水位情報｣

が ｢避難勧告｣ の発令者である町長に伝わっていれば, この時点で ｢乙茂地区｣ を含む小本川流

域の地域に避難勧告がでたはずである. そして, この連絡の直後の 5 時半から, 町では災害対策

会議が開催されることになっていた. しかし, 県からの電話があったとき, 町役場の総務課では,

住民からの近隣の災害情報, 避難情報や道路情報, 救助要請等の電話での問い合わせ対応に追わ

れており, 誰が電話を受けたかさえ分からない状態であった. そして, この情報は町長に伝わら

なかった. その結果, 岩泉町は (午後 2 時に安家地区にのみに出した ｢避難勧告｣ 以降) 町内の

どの地域にも ｢避難勧告｣ を出すことができなかった.

さらに, 読売新聞の報道では, 職員の中には, ネットその他の情報から, ｢二つの基準が満た

されていることを認識していた者がいたのに, 小本川の氾濫などに関する住民からの電話対応に

追われ, 発令の手続きができなかったという｣35 ともある.

｢楽ん楽ん｣ の職員が 6 時過ぎに町や消防, 警察に電話しようとしたときには, 既に携帯も施

設の IP 電話も使えない状態でどこにも連絡をとることができなかった. 施設は午後 7 時 45 分

の時点で (施設内の時計の停止時間) 水没したとされる. 岩泉町役場は午後 8 時 25 分, 停電と

なり, その時点ですべての電話が鳴りやんだ. 午後 9 時, 町長は衛星携帯電話で岩手県に電話し,

自衛隊の派遣を要請した.
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35 ｢台風 10 号豪雨 氾濫注意水位を把握 岩泉町 避難勧告は出せず｣ 読売新聞 2016 年 9 月 5 日



5－5. 日常と非常時の切り替えポイントの曖昧さがもたらしたもの

岩泉町役場の職員数は 189 人であった. 防災に関しては, 防災業務を担うのは通常時は総務課

であり, 職員 13 人のうち総務課長以下 5 人が通常は実務を担当していた. 外部からの代表電話

が総務課に繋がるようになっていたので, 午後 2 時の安家地区への避難勧告後, 特に 3 時頃から

小本川上流域での被害情報の電話が入り始め, 総務課ではその対応に追われる状況となり, 対応

する職員を 5 人から 10 人に増員していた. 町役場は本来, 防災の司令塔となるはずであった.

しかし, 住民からの鳴り続ける電話対応に忙殺されて機能不全に陥ってしまった. 県からの重要

な気象情報を伝える ｢電話｣ を, 住民からの数多くの ｢電話｣ と判別することできず, そのまま

埋もれさせてしまったのである. 住民からの電話は, それぞれ切実な内容であろう, しかし, こ

の非常事態に, 町民全体の避難支援に関わる重要な気象情報と住民の個別的な情報をごっちゃに

して 1 本の代表電話という窓口で受けたことは大きな過ちであった (役場の代表電話番号は 1 つ

だったので, すべての電話はいったんそこに集まった). 町は, 災害等の ｢非常事態｣ に備えて,

県や警察, 消防署, 消防団, 病院, 社会福祉施設, 自主防災組織, といった組織とダイレクトに

連絡をとれる ｢ホットライン (直通専用電話)｣ を, 別途, 確立して, 関係機関に周知しておく

べきはずである.

2015 年に内閣府が出した ｢避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン｣ (2015) に

よると, ｢災害対策基本法において, 市町村は, 基礎的な地方公共団体として, 当該市町村の住

民の生命, 身体及び財産を災害から保護するため, 当該市町村の地域に係る防災に関する計画を

作成し, 実施する責務を有するとされており, この中で, 市町村長は, 災害が発生するおそれが

ある場合等において特に必要と認める地域の居住者等に対し, 避難勧告等を発令する権限が付与

されている.｣ (下線は筆者がつけた) と記されている. 市町村は, 住民の命を守るために, 避難

情報を発令する責任を負っているということである.

たとえ町が避難勧告を乙茂地区に 5 時半に出していたとしても, 既に周辺の駐車場は冠水して

いたので, ｢楽ん楽ん｣ の入所者が所長一人の誘導では, 既に避難は困難だったかもしれない.

しかし, この時点であればまだ, IP 電話も使用でき, 警察や消防に助けを求めることができた

かもしれなかった.

県からの電話が町長に届かなかった (情報の共有化がうまくいかなかった) のは, 情報の交通

整理ができず, 重要な情報を埋没させたからである. 衛星電話については, それを使う立場にあ

る県あるいは町が, どの時点がそれを活用すべき緊急事態であるという切り替えるべきタイミン

グの判断ができなかったからである. 町の ｢地域防災計画｣ における ｢災害応急対策｣ において

は, 非常時における事細かに気象予報・警報等の伝達計画について記述され, 非常時の情報につ

いて, 関係諸機関と町の情報伝達系統図も気象情報・地震・津波・土砂崩れの場合などそれぞれ

表示されていた.

災害が発生し, 町がその対応において, どの時点から ｢非常時｣ としての体制に切り替えなく

てはならなかったのか, の判断は, 気象庁や県の関係機関からの情報を判断基準にすることになっ
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ている. しかし, ただそれらの情報が来ることを待つだけではなく, 町は町で気象状況の変化や

住民からの問い合わせ状況をみながら, まずは外部からの重要な情報を適宜キャッチできる体制

をはじめとして, 先行して非常時の業務体制に切り替えるという判断が必要であった. いずれに

せよ, 綿密な ｢地域防災計画｣ や IP 電話設置という公助として重要な情報ツールがあったのに,

県も町もそれを使うタイミングを逸したり, あるいは停電対策を怠ったために, 乙茂地区への避

難勧告を出すことができないという ｢役立たずのツール｣ にしてしまったのである.

6. 正常化のバイアス―ワタシはダイジョウブ

6－1. 正常化バイアス

｢楽ん楽ん｣ の施設関係者が ｢避難準備情報｣ の意味を知っていていたら, あるいは, 県から

の ｢氾濫注意水位情報｣ が町長に伝わっていて ｢避難勧告｣ が施設のある ｢乙茂地区｣ に早くに

発令されていたら, ｢楽ん楽ん｣ の入所者は無事に避難できて助かったのであろうか？ 残念なが

ら, 行政が正しい情報を発し, 施設関係者や住民がそれを正確に理解しても, 適切な避難行動が

とれない要因が存在する. その 1 つが, 正常化のバイアスの存在である.

｢避難準備情報｣ が発令された 9 時には, 避難所は町内で 6 か所開設されていた. 午前中ある

いは午後の早い時間であれば, 日勤の職員も 3 人いて, 町内の避難所, あるいは敷地内にある 3

F 建ての老人保健施設 ｢ふれんどりー岩泉｣ に避難することはできたはずである. しかし, もし

｢避難準備情報｣ の意味を ｢楽ん楽ん｣ の施設関係者が知っていたとしても, この事例を通して

みると, 施設関係者にも町長も, ｢正常化のバイアス｣ が働いていることが明らかであり, 施設

が ｢避難する｣ ことを決断できなかった可能性も高いと考える.

実は, 自然災害が発生し, ｢避難準備情報｣ でなくて ｢避難勧告｣ が発令されても, 実際に避

難する人は決して多くない. 台風による大雨と地震による津波という違いはあるが, 内閣府によ

る ｢津波避難時の行動・意識に関する調査｣ (2013)36 によると, 2010 年チリ中部沿岸の地震に

おいては, 大津波警報が発表された青森県・岩手県・宮城県の 36 市町村の中で, ｢避難指示・避

難勧告｣ が発令された 5,000 名へのアンケート調査では, 実際に避難した人は約 40％であり,

避難しなかった理由として (3 つまで回答可で) ｢高台など, 津波により浸水する恐れのない地

域にいると思った｣ が約 50％, その他は ｢避難の必要がないと思った｣ が約 20％, ｢大津波警報

だったが, 3M より小さい津波しかこない｣ が約 16.5％, ｢自分のいるところが 2 F 以上の高さ

だったので安全だと思った｣ が 14.2％, ｢近所の人たちが避難していなかった｣ 約 12％, ｢海岸

に堤防があるので津波は来ない｣ 10.5％と思った人が約 10％などであった. ｢避難準備情報｣ よ

り強く避難することを求める ｢避難勧告｣ が出されても, 住民の避難率は高くないことがわかる.
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更に, 今回のグループホーム水没事故が発生してから 3 か月も経過していない 2016 年 11 月

22 日早朝, 福島沖地震が発生した. 2011 年の東日本大震災後, 最大の津波が観測された. 午後 8

時過ぎに沿岸部に津波警報, そして引き続いて沿岸部の自治体である ｢青森, 岩手, 宮城, 福島,

茨城, 千葉の 6 県で計 21 万世帯, 51 万人に避難指示・勧告が出て, 約 9 千人が避難した｣37 が,

その避難率は 4％と低かった. ｢石巻市では, 避難所を 33 か所開設したが, そのうち 16 か所に

は誰も来なかった｣38 のである. あの東日本大震災の惨事を経験した地域でさえ, ｢避難勧告｣

が発令されたことを知っていても, 住民の避難率が低かったのである. 住民の防災意識の向上に

は, 正しい知識の習得だけでは十分な効果がないことを裏付けているといえる.

危険であるという情報を正確にキャッチしていても, 災害発生時に, 住民がその情報に従って

速やかに避難行動をとらない理由は様々である. 特に, 地域の一人暮らしの避難行動要支援者に

おいては, 避難したくても自力では避難できないからと最初から諦めていたり, 避難のために移

動することのほうが, 二次災害に遭遇する危険があると判断して敢えて避難しない, という判断

をする人もいる. 多くの避難行動要支援者の入所者を抱えている施設においても, 二次災害遭遇

や避難先での生活を心配してなかなか決断できないという状況もあるであろう. しかし, 上記の

アンケートや新聞社の調査の結果を見る限り, 避難しないという選択をした人たちは, ｢自分の

住んでいるところは大丈夫｣, ｢災害の被害は自分のところまでは及ばない｣, といった, 自分だ

けは大丈夫という, ｢正常化のバイアス｣ が強く働いていることが読み取れる. 非常事態にスイッ

チが入らない. 誰がこのスイッチを入れるのか？ 岩泉町においても, このスイッチがはいって

いなかったことがうかがえる. これは大きな課題である.

今回の事故においても, 町長は町役場の北側の ｢安家地区｣ には避難勧告を出していたが,

｢楽ん楽ん｣ のある東側については過去の経験から ｢大丈夫｣ だと思っていた. ｢楽ん楽ん｣ の施

設管理者は, ｢2011 年の秋に周辺が少し浸水したことがあったが, 施設は無事で, 今回もそれく

らいだと思っていた｣39 とある. 5 時半ごろ, ホーム周辺の道路が冠水しているのに気づいたと

きさえ, 施設の車を高台に移動させ, ホーム周辺にもどったのである40. 人間より車を ｢避難さ

せる｣ という行動も, 過去の経験から ｢施設は大丈夫｣ という意識の表れの行動である. 決して,

人間よりも車が大切だったわけではあるまい.

町長も町役場も, 午後 4 時～5 時の間に, 町長は施設の周辺を傘をさして実際に歩き, 町役場
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37 ｢福島沖地震, 51 万人に避難指示・勧告 14 人が負傷｣ 朝日新聞 DIGITAL 2016 年 11 月 22 日 20
時 54 分

38 ｢津波避難, 動けぬ人も, ｢高台登れぬ｣, 高齢者, 自宅に残る, 渋滞足止め, ｢車捨てるべきかも｣ 日
本経済新聞 2016 年 11 月 23 日

39 ｢濁流と流木, 一気に 地響き 『もうダメだ』 岩手県の高齢者施設 台風 10 号｣ 朝日新聞 2016 年 9
月 1 日

40 ｢避難準備情報 意味知らず 台風 10 号 9 人死亡施設 運営者｣ 日本経済新聞 2016 年 9 月 2 日
http://www.kaigall.info/detail.php?c=%E8%A8%AA%E5%95%8F%E4%BB%8B%E8%AD%B7&t=%E5
%B2%A9%E6%89%8B%E7%9C%8C&p=1&id=29394



も施設に電話で ｢大丈夫か｣ と連絡している. 理事は施設周辺の動画を撮影して, わざわざ役場

まで報告に行っている. ｢楽ん楽ん｣ は川沿いの立地で木造平屋建てであること, 小本川は, こ

れまでにもたびたび洪水を起こしており, 2011 年 9 月にも, 台風の被害で同じ敷地内にある

｢ふれんどりー岩泉｣ という老人保健施設で, 床上浸水があったことから, 町長は心配で見にき

たのであろう. 役場も施設関係者も入所者のことを気にはかけていたのである.

にもかかわらず, ｢これまで床上浸水はあっても, 人的被害は出てなかった｣ という過去の経

験からの ｢大丈夫｣ という思い込みが, ｢楽ん楽ん｣ の 9 人の入所者を避難させるという行動を

抑制してしまったのである. もちろん, そこには, 施設関係者や町長 (町役場) による, ｢入所

者は全員認知症の高齢者であり, 慣れない場所に避難しての環境の激変は, 心身ともに大きな負

担になるのではないか｣, ｢パニックや体調不良になるのではないか, 夜勤 1 名の状態で入所者の

対応ができるのだろう｣ とか, ｢大雨の中の避難こそ危険である｣, などの心配や不安もあったは

ずである.

しかしそういった心配や不安こそが, どこかで避難しないことの正当な理由を探す温床になっ

てしまう. おそらくは ｢避難勧告も避難指示もまだでていないから大丈夫｣ ｢今までの水害もた

いしたことなかったから｣ という避難しない良い理由をみつけて少しでも安心したがり, また

｢大丈夫であってほしい｣ という願望が, 更に ｢正常化のバイアス｣ を強化し, 施設関係者と町

の双方に安全に対する過信 (思い込み) と見通しの甘さをもたらしたのである. ｢スイッチを入

れるのはいつ？ 何を契機に誰が入れるのか？｣ という課題である.

｢正常化のバイアス｣ は, もともと危険の恐怖から逃れて心のバランスを保とうとする一種の

自我防衛機能である. 取り越し苦労や心配事に追われたり疑心暗鬼に陥ったりせずに, 日常生活

を円滑に送るためには, 役に立つものではある. 毎日アレコレと心配していたら身が持たないの

で, 必ずしも悪い機能とはいえな.

しかし, 災害発生時という非常事態においては, ｢正常化のバイアス｣ は, 迫ってくる危険

(リスク) を回避する力を低下させ, 的確な避難行動を取れなくなり, 命を落とすかもしれない

事態を招くのである. 災害発生という現実の非常事態においては, ｢避難しない｣ という選択は,

自ら死を招くリスクが高いことは, 今までの数々の大災害において明らかである. 災害時には,

人は, 自分の中のスイッチを切り替えて ｢正常化のバイアス｣ を打ち破り, 適切な避難行動をと

る術を身につけなくてはならない. つまり自己都合の ｢思い込み｣ から脱することが必要なので

ある.

それでは, どうしたら災害発生時に, この ｢正常化のバイアス｣ から脱することができるので

あろうか. それには, 住民が, 客観的に物事を判断し, 自分の身の回りの危険 (リスク) を察知

し, 非常事態というスイッチを入れる能力を個々が身につけていくことが求められる. しかし,

それだけでは地域の中にまちまちの判断が飛び交うことになる. 空振りに終わることを恐れず,

そのスイッチを入れる仕組みが不可欠であるだろう. 改正災害対策基本法が示す地区防災計画は

それぞれの地区 (自然・社会環境の上で共通のものを有する最小単位) ごとに危機状況は異なる
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はずであり, そのスイッチのタイミングは地区により異なるはずである. これを踏まえるならば,

膨大化した基礎自治体の首長だけでなく, 地区の手にもそのスイッチがあることが重要となるこ

とだろう.

6－2. 正常化バイアスを解くもの 災害時訓練

｢楽ん楽ん｣ の事例からみえてきたのは, 社会福祉施設の入所者が避難支援を受けて安全な場

所に避難するにあたっての課題は, 大きく分けると次の 3 つと考えられる.

① 適切なタイミングで避難支援が受けられる体制が整備されてない.

② 適切な避難情報を入手できずに, 避難の判断ができない.

③ 適切な避難情報をキャッチしていても, 正常化のバイアスにより, 避難行動を選択しない.

この 3 つの課題への対応の試みとして, 筆者が所属する日本福祉大学の防災研究会では, 今後,

愛知県美浜町布土学区で, 地区防災計画の作成の過程の中で, 学区の自主防災会の役員を対象に

｢突然シミュレーション｣ という避難ゲームの実施を試みる予定である.

これは, 従来の ｢あらかじめ何が起こるかがタイムスケジュール決まっていて, 参加者は台本

どおりにやるべきことや役割をそのとおりこなす｣, ｢言われた通りに動く｣ ことを求める訓練

(シュミレーション) ではない. ある時間設定, 天候等の状況設定の下, 参加者に ｢今突然大災

害 (例えば地震) が発生しました｣ というところからスタートし, それぞれが設定の時間に直面

している具体的状況が, カードで示される. そこで自分が突然与えられた非常事態におけるその

状況下でどのような行動をとるか究極の選択をしてもらう.

誰かの判断を当てにして待つのではなく, 自分で考え, 判断し, とるべき行動を決定していく.

そして, その行動について参加者同士話し合うことにより, 自分の住む地域においての災害時に

おける問題点や課題が浮かび上ってくる. それを繰り返していく中で, 避難経路の途中にある危

険個所にどう対応していったらよいか, 逃げ遅れるリスクのある人たちはどのように支援していっ

たらよいのか, など, ｢みんなが助かるためには｣, ｢自分の役割とは？｣ 何をどうしたらよいか

について, 自分たちが出した判断をもとに話し合うことで, 共通認識が育つ.

そして, ｢住民全員｣ が助かるためには, 災害弱者である避難行動要支援者をはじめとする要

配慮者の命を守れる防災・減災体制が作りが必須であるという気づきが生まれる. その気づきが,

災害時に住民自身がまずなすべき自助・共助に目を向けた ｢地区防災活動｣ とは何かについて,

見出す糸口となっていくものと期待される.

正しい避難情報が流され, それを知識として理解するだけでは, ｢避難したくない事情｣ を抱

えている人たちの多くは ｢避難行動｣ をとらない. ｢避難したくない事情｣ は人それぞれもっと

もな理由がある. それでも, 自分で考え, 判断し, 行動することを求めるリアルな訓練は, 命が

助かるためにはどうしたらよいのか？ということを考える機会となり, 災害を ｢他人事｣ でなく

て ｢自分事｣ として捕らえざる得ないきっかけになるはずである.

｢地域防災計画｣, ｢地区防災計画｣ に基づく防災訓練・避難には, 地域住民 (在宅の要配慮者,
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避難時要支援者とその家族を含む), 地域の一員としての社会福祉施設や病院等の避難時要支援

者を抱える関係機関, 自主防災組織, 消防団, 行政が一緒に参加すべきである. リアルな訓練に

よって, 参加者めいめいが自分で決定した行動について皆で ｢話し合う｣ という経験の積み重ね

も貴重である. ただひたすら情報が入るのを待ったり, ｢マニュアル通り｣ に動くのではなく,

｢今ここで何をすべきか｣ を冷静に考えるトレーニングとなる.

そして, それらは, ｢自分だけは大丈夫｣ ｢過去にそんな話聞いたことない｣ で思考が停止する

｢正常化のバイアス｣ の打破に有効な方法である.

まとめ

災害時において, 安全な場所にいる, あるいは避難することができるかどうかで生死が分かれ

る. ｢ダレモタスカラナカッタ｣ でなくて, ｢ダレモガタスカル｣ ためには, 先に挙げた

① 適切なタイミングで避難支援が受けられる体制が整備されてない.

② 適切な避難情報を入手できずに, 避難の判断ができない.

③ 適切な避難情報をキャッチしいても, 正常化のバイアスにより, 避難行動を選択しない.

の 3 つの課題を克服していかなくてはならない.

｢自助｣ としては, 社会福祉施設は近隣の住民や関係機関, 行政と日常的なつながりをもち,

顔見知りの関係になり, 近隣住民に利用者の状況を理解してもらい, 災害時における協力をお願

いする. そして, 避難情報や気象情報など, 災害から命を守るための情報について関心をもつこ

と, そして日頃から地域住民や行政の協力得て全員参加でリアリティのある避難訓練を繰り返す

ことで避難に必要な支援とは何かを体得し, そして地域でその経験を共有できること.

｢共助｣ としては, 地域防災計画や地区防災計画における地域の避難訓練に積極的に参加し,

施設の入所者だけでなく地域で在宅の避難行動要支援者の安全な避難支援を実施し, 地域防災計

画や地区防災計画の策定においても地域を構成する一員として, 社会福祉施設はこれに積極的に

参加して協力することである.

｢公助｣ としては, 行政機関による ｢地域福祉計画｣ の作成や, 地域の実情に合わせて適切な

タイミングで適切な避難情報を提供できること, 災害発生時にその業務体制を速やかに非常時の

ものに切り替えるクライシス・マネジメントをとれること, また, 社会福祉施設を地域の一員と

して認め, 避難行動要支援者として支援するのみならず, 日常的に施設と地域住民が交流できる

機会を作っていくことを支援することである.

という課題が我々の前に明らかになったと考えられる. さらに, これらの ｢自助｣ ｢共助｣ ｢公

助｣ の連携の実効性を確認することを可能とする防災訓練の重要性が, 今回の事例から学ぶこと

が出来る.

自然災害の発生は誰にも止めることはできない. しかし, それによって生じる被害や犠牲を極

力小さくするために私たちができることは, 過去の災害を教訓にして ｢事前の備え｣ という対策

ドウシテダレモタスケラレナカッタノカ？
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をとること, そして ｢想定｣ にとらわれすぎず, より安全となる対策を常にアップデートしてい

くことである. 私たちは ｢これまで被害がなかったのだから大丈夫｣ と言う正常化のバイアスに

とらわれてしまいがちだが, 長いスパンでみると, 備えを超えての ｢想定外｣ の自然災害が発生

してきているのである. ｢想定｣ というのは, これまでの ｢記録｣ にしか過ぎない, いつか必ず

それを超えることが起こる, と考えるべきである.

誰もが災害弱者になりえる可能性はある. 社会福祉施設で生活していたり, 在宅で生活してい

る避難行動要支援者, 要配慮者といった人々が地域の一員として認知され, 災害があっても安全

な場所に避難する支援を受けられる社会, 災害の犠牲にならなくてすむ社会は, 地域の誰もが生

き延びられる社会である.

吉田 直美
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